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衆
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一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
訪
問
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
提
供
体
制
に
関
す
る
調
査
研
究
事
業
」
（
以
下
「
提
供
体
制
調
査
研
究
事
業
」
と

い
う
。
）
に
お
け
る
調
査
の
仕
様
は
、
厚
生
労
働
省
が
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

提
供
体
制
調
査
研
究
事
業
に
お
け
る
調
査
は
、
岩
手
県
、
宮
城
県
及
び
福
島
県
を
除
く
四
十
四
都
道
府
県
の
訪
問
介
護
事

業
者
等
に
対
し
て
、
当
該
訪
問
介
護
事
業
者
等
が
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
を
提
供
し
た
要
介
護
者
及
び
要
支
援
者
（
以
下

「
要
介
護
者
等
」
と
い
う
。
）
の
状
態
等
並
び
に
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
状
況
に
つ
い
て
回
答
を
求
め
た
も
の
で
あ

り
、
同
調
査
に
お
け
る
訪
問
介
護
事
業
者
等
か
ら
の
有
効
回
答
数
は
二
千
八
百
四
十
一
件
、
同
調
査
を
実
施
し
た
期
間
は
平

成
二
十
三
年
五
月
十
六
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
日
ま
で
の
期
間
、
同
調
査
の
対
象
と
し
た
要
介
護
者
等
の
状
態
等
は
要
介
護

者
等
の
年
齢
、
性
別
、
要
介
護
度
、
傷
病
等
、
所
得
段
階
、
居
住
環
境
等
で
あ
る
。

ま
た
、
同
調
査
の
対
象
と
し
た
各
行
為
に
要
す
る
時
間
は
、
訪
問
介
護
事
業
者
等
が
、
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
記

録
等
に
基
づ
い
て
回
答
し
た
と
認
識
し
て
い
る
。

一



三
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
「
訪
問
介
護
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
行
為
ご
と
の
区
分
等
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
二
年
三
月
十
七
日

付
け
老
計
第
十
号
厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
老
人
福
祉
計
画
課
長
通
知
）
に
お
い
て
、
「
洗
濯
」
に
含
ま
れ
る
行
為
と
し
て

「
洗
濯
機
ま
た
は
手
洗
い
に
よ
る
洗
濯
」
、
「
洗
濯
物
の
乾
燥
（
物
干
し
）
」
、
「
洗
濯
物
の
取
り
入
れ
と
収
納
」
及
び

「
ア
イ
ロ
ン
が
け
」
が
例
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
訪
問
介
護
事
業
者
等
が
、
こ
れ
ら
の
行
為
に
要
し
た
時
間
を

計
測
し
た
と
認
識
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
平
成
二
十
一
年
介
護
サ
ー
ビ
ス
施
設
・
事
業
所
調
査
」
に
お
い
て
は
、
世
帯
類
型
を
調
査
し
て
い
な
い
た
め
、

お
尋
ね
の
ク
ロ
ス
集
計
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

五
に
つ
い
て

訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
に
お
け
る
生
活
援
助
（
以
下
単
に
「
生
活
援
助
」
と
い
う
。
）
の
時
間
区
分
等
の
見
直
し
に
つ
い

て
は
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
、
提
供
体
制
調
査
研
究
事
業
に
お
け
る
調
査
の
結
果
及
び
同
調
査
の
分
析
結
果
の
み
な
ら
ず
、

平
成
十
九
年
度
に
実
施
し
た
「
訪
問
介
護
の
実
態
及
び
効
率
的
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
あ
り
方
に
関
す
る
調
査
研
究
事
業
」
に

二



お
け
る
調
査
の
結
果
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
社
会
保
障
審
議
会
介
護
給
付
費
分
科
会
に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
結
論
を
出

す
こ
と
と
し
て
お
り
、
提
供
体
制
調
査
研
究
事
業
に
お
け
る
調
査
に
つ
い
て
、
再
調
査
の
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

生
活
援
助
の
時
間
区
分
等
の
見
直
し
に
よ
る
生
活
援
助
の
利
用
量
及
び
提
供
量
並
び
に
生
活
援
助
に
要
す
る
介
護
費
用
の

変
化
に
つ
い
て
は
、
推
計
し
て
い
な
い
。

な
お
、
利
用
者
に
と
っ
て
必
要
な
生
活
援
助
は
、
介
護
支
援
専
門
員
に
よ
る
適
切
な
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
に
基
づ
き
提
供
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。

三


